




 

議案第 39号資料 

 兵庫県市町交通災害共済組合規約新旧対照表 

現     行 改  正  案 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、交通災害共済事業に関す

る事務を共同処理する。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、交通災害共済事業に関す

る事務を共同処理する。ただし、平成 32

年３月 31 日までに共済期間が終了する

ものに限る。 

 

 


